
徳 島 県 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例

徳 島 県 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 一 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 交 付 金 の 対 象 事 業 が 終 了 し た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 基 金 を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 十 二 号

徳 島 県 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 基 金 条 例 の 廃 止 に つ い て

徳 島 県 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 十 二 月 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 十 二 号 徳 島 県 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 基 金 条 例 の 廃 止 に つ い て
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